


























































































































































施設名称 事業費（円） 補助対象額（円） 補助金（円） 整備内容等

1 公共
イオンモール株式会社
　イオンモール高知

イオンモール高知 13,750,000 11,949,529 4,000,000 木育ひろば床木質化、滑り台 1 895,000 4,000,000

2 公共 四国旅客鉄道株式会社
JRクレメントイン高知
（ホテル）

19,789,000 19,789,000 4,000,000 木製ルーバー（駐車場外壁）５層150ｍ 1 62,000 4,000,000

3 学校 香南市（教育委員会）
香我美おれんじ保育所
野市保育所
佐古保育所

397,100 397,100 198,000

香我美おれんじ保育所：ヒノキの丸テーブル　２台
　　　　　　　　　　　　　　 変化いす　２台
野市保育所　　　　　    ：スタッキング台セット　２台
佐古保育所　　　　　    ：積み木
　　　　　　　　　　　         角テーブル
　　　　　　　　　　　         積み上げ椅子　４台

3 503 198,000

4 学校 香南市（教育委員会） 夜須幼稚園 211,200 211,200 105,000 パーテーション　４基、おもちゃ棚　２基 1 45 105,000

5 学校
社会福祉法人
南国市社会福祉協議会

岡豊保育園 167,200 167,200 83,000
ままごとキッチン
大きなおもちゃ箱　2個
木製書架

1 120 83,000

6 学校 芸術学園幼稚園 384,000 384,000 192,000 3 段木製踏み台 1 245 192,000

7 学校 桜井幼稚園 105,600 105,600 52,000 トイレスリッパ収納箱 1 122 52,000

8 学校 芸術学園幼稚園 718,300 718,300 359,000
絵本たて　１台、ホール踏み台　３台、
スリッパ収納棚　１台

重複 重複 359,000

9 学校 桜井幼稚園 295,350 295,350 147,000
幼児用ロッカー5列10名　２台、園児くつ箱　１台
幼児用ロッカー1列2名　２台、スリッパ収納棚　１台
乳児室柵一式　１台

重複 重複 147,000

10 学校 学校法人　宮地学園 杉の子第２幼稚園 6,600,000 6,600,000 3,300,000 木製複合遊具 1 131 3,300,000

11 学校 学校法人　若草幼稚園 若草幼稚園 1,207,800 1,207,800 603,000
物品収納棚　　Ａタイプ　６個
　　　　　　　　　Ｂタイプ　１個

1 203 603,000

12 屋外 香南市 香南市営バス停留所 14,245,000 7,094,201 3,547,000 市営バスの停留所（CLT使用） 1 2,160 3,547,000

13 学校
認定こども園　
　ひまわり幼稚園

9,394,000 9,394,000 4,000,000 荷物ロッカーA、荷物ロッカーB 1 240 4,000,000

14 学校
認定こども園
　あとむ幼稚園

2,332,000 2,332,000 1,000,000
布団入れ、保育室ロッカーa、保育室ロッカーb
保育室ロッカーc

1 100 1,000,000

15 学校 学校法人　森本学園 高須幼稚園 4,037,000 4,037,000 2,018,000 木製遊具、各木製玩具 1 60 2,018,000

16 学校 学校法人　森本学園 高須幼稚園 418,000 418,000 209,000 木製遊具（鉄棒） 重複 60 209,000

17 学校 学校法人　土居学園 くるみ幼稚園 990,000 990,000 495,000 遊具収納庫、屋外休憩所、木製フェンス 1 100 425,000

18 学校 社会福祉法人 大埇福祉協会 吾岡保育園 495,000 495,000 247,000 園児用木製ロッカー　１０組 1 30 247,000

19 学校 社会福祉法人 芳公会 ひまわり保育園 95,700 95,700 47,000 コーナーラウンドチェスト　１台 1 67 47,000

20 学校 学校法人　高知学園 高知小学校 110,000 100,000 50,000 文庫・新書用低書架一式 1 300 50,000

75,742,250 66,780,980 24,652,000 19 961,486 24,582,000 

21 屋外
特定ＮＰＯ法人
土佐さめうら観光協会

道の駅土佐さめうら 5,896,000 5,360,000 2,680,000 ウッドデッキ（屋根付き） 1 60,000 2,680,000

22 学校 本山町 本山小学校　吉野小学校 1,201,200 1,201,200 600,000 机、椅子セット26組 2 26 600,000

23 学校 土佐町 土佐町小学校 1,201,200 1,201,200 600,000 机椅子セット24組 1 24 594,000

8,298,400 7,762,400 3,880,000 4 60050 3874000

24 公共 仁淀川町役場本庁舎 500,000 500,000 250,000

ヒノキのテーブル　1台
ヒノキの椅子　4脚
ヒノキの積み木　１セット
ヒノキの車　１台

1 240 250,000

25 木育 495,000 357,500 125,000 玩具（積み木等　０歳児から１歳児２５個） 25 125,000

26 学校 池川中学校 496,100 496,100 248,000 教壇６台（３教室×２台） 1 44 248,000

27 公共 仁淀川町交流センター 7,187,400 6,457,880 3,228,000 本棚等の図書室用備品一式 1 8,000 3,228,000

28 木育 佐川町 596,750 596,750 298,000 玩具（積み木　０歳児７０個） 40 170,000

29 屋外 越知のまち小屋 5,199,700 3,945,700 1,972,000 休憩所 1 3,650 1,872,000

30 木育 200,200 143,000 71,000 玩具（赤ちゃんセット　０歳児２０個） 16 57,000

31 学校 土佐市 戸波児童センター 825,000 825,000 412,000 木製遊具（木製三角ピラミッド）　１台 1 6,000 412,000

15,500,150 13,321,930 6,604,000 5 18,015 6,362,000

令和２年度　木の香るまちづくり推進事業 実績
導入施設 申請内容

小計

小計

小計

No 区分 事業主体名 施設数 利用者数(名） 支出命令額（円）

学校法人　やまもも学園

学校法人　やまもも学園

学校法人　平成学園

仁淀川町

仁淀川町（教育委員会）

越知町



施設名称 事業費（円） 補助対象額（円） 補助金（円） 整備内容等

導入施設 申請内容

No 区分 事業主体名 施設数 利用者数(名） 支出命令額（円）

32 学校 梼原小学校 822,800 822,800 411,000 椅子・机　２２組 1 22 411,000

33 学校 梼原こども園 1,584,000 1,584,000 792,000 2人用（幼児）テーブル　４０台 1 80 792,000

34 学校
子育て支援センター
「カンガルーのおなか」

154,000 154,000 77,000 楕円テーブル 1 500 77,000

35 学校 梼原町（教育委員会） 梼原小学校 149,600 149,600 74,000 椅子・机　４組 重複 4 74,000

36 屋外 梼原町（教育委員会）
木の里文化伝承館
「ゆすはら座」

825,000 825,000 412,000 木製のぼり立て設置工事 1 600 355,000

37 学校 梼原町
梼原こども園（重複）
雲の上図書館　

2,096,358 2,096,358 1,048,000 木の玉プール一式、木製おもちゃ一式 1 400 1,048,000

38 学校 四万十町（教育委員会）

窪川小学校
十川小学校
昭和小学校
十川中学校

1,862,960 1,862,960 931,000
机・椅子セット43台（窪川小20台、十川小18台、
　　　　　　　　　　　　 昭和小5台）
椅子10台（十川中）

4 53 931,000

39 学校 津野町（教育委員会）
葉山小学校
精華小学校
中央小学校

1,795,200 1,795,200 897,000 学童用机・椅子セット　34組 3 34 897,000

40 木育 須崎市 1,100,000 1,100,000 500,000 玩具（０歳児１００個） 86 430,000

41 学校 中土佐町（教育委員会） 久礼保育所 716,320 716,320 358,000 お絵描きテーブル３２台、こどもスツール３２脚 1 32 352,000

11,106,238 11,106,238 5,500,000 13 1,811 5,367,000 

42 木育 大月町 198,000 198,000 99,000 玩具（積み木等　０歳児８個、３歳児１２個） 17 84,000

43 屋外
NPO法人
あしずりダディー牧場
～命の会～

あしずりダディー牧場 8,365,940 8,022,387 4,000,000 木製牧柵（安全防護柵） 1 200 4,000,000

8,563,940 8,220,387 4,099,000 1 217 4084000

44,735,000 42 1,041,579 44,269,000

36,404,000

15,000,000

6,669,000 計47 計1,041,579 計44,269,000

公共 41,226,400 38,696,409 11,478,000 4 965,240 11,478,000

学校 40,862,988 40,852,988 19,553,000 33 9,545 19,471,000

屋外 34,531,640 25,247,288 12,611,000 5 66,610 12,454,000

木育 2,589,950 2,395,250 1,093,000 5 184 866,000

小計

小計

合計

当初予算額

９月補正

予算残

梼原町（教育委員会）



令和３年度　木の香るまちづくり推進事業　要望調査結果
令和3年2月4日現在

事務所 区分 事業主体 施設 内容 施設数 人数 実施期間

安芸 学校 安芸市（教育委員会） 土居第２学童保育所
児童用ロッカー　2台
棚　4台
下駄箱　2台

1 40
令和3年4月1日
　　～8月31日

公共 医療法人 豊秋会 香北病院
玄関、待合ホールの木質化
木製椅子、木製雑誌架、絵本たて

1 15000
令和3年5月10日
　　～9月30日

公共 医療法人 瑞洋会 田中整形外科病院 木製椅子、木製カウンター 1 54000
令和3年6月1日
　　～11月30日

公共 社会福祉法人 山寿会 （仮称）就労継続支援ａ型事業所 エントランスの木質化 1 36000
令和3年5月1日
　～

学校 社会福祉法人 高知保育センター のぞみ保育園 園児用ロッカー (10人用×2台） 1 20
令和3年4月1日
　　～7月1日

学校 社会福祉法人　長い坂の会 うららか保育園
高下駄　20足
本棚　　　3台

1 130
令和3年4月20日
　～

学校 桜井幼稚園
コーナーラウンド　5台
踏み台　2台

1 160
令和3年8月2日
　～8月27日

学校 芸術学園幼稚園
屋外プランター　10台
収納棚　11台

1 182
令和3年8月2日
　～8月27日

学校 さくらんぼ園 壁面収納スペース、吊戸棚 1 12
令和3年8月2日
　～8月27日

学校 ひまわり幼稚園 ホール用ステージ、園児用くつ箱、ロッカー 1 300
令和3年4月1日
　～令和4年3月31日

学校 あとむ幼稚園 ロッカー、くつ箱、机 1 80
令和3年4月1日
　～令和4年3月31日

学校 社会福祉法人 幸の会 東秦泉寺保育園 木製遊具一式 1 115
令和3年6月1日
　～12月10日

学校 学校法人 宮地学園 杉の子せと幼稚園 木製複合遊具 1 156
令和3年11月1日
　～令和4年2月28日

学校 香南市（教育委員会）

香我美おれんじ保育所
赤岡保育所
佐古保育所
吉川みどり保育所
夜須保育所
野市保育所
夜須幼稚園
野市東幼稚園
野市東保育所

園児用玩具、棚、机・椅子　等 9 872
令和3年4月1日
　～9月30日

学校 学校法人 森本学園 高須幼稚園 木製総合遊具（デッキアスレチック） 1 60
令和3年7月1日
　　～8月31日

公共 西日本高速道路株式会社 四国支社 高知自動車道 立川PA
軒天仕上げ、休憩スペース、店舗一部、ベビーコーナー、
ルーバーの木質化

1 136,200
令和3年4月1日
　　～11月30日

公共 西日本高速道路リテール株式会社 高知自動車道 立川ＰＡ 木製什器各種 1 132,747
令和3年8月10日
　　～令和4年3月31日

公共 土佐町 町内の学校、図書館 可動式本棚　１台 1 100
令和3年4月1日
　　～令和4年3月31日

学校 本山町（教育委員会） 本山小学校、吉野小学校 机・椅子セット26組 2 26
令和3年4月1日
　　～令和4年3月31日

学校 土佐町（教育委員会） 土佐町小学校 机・椅子セット30組 1 30
令和3年8月1日
　　～令和4年3月27日

屋外 土佐町 町内の公園、休憩所、バス待合所 木製ベンチ　４０脚 28 21,100
令和3年4月1日
　　～令和4年3月31日

公共 仁淀川町林業振興センター ヒノキテーブル、ヒノキ椅子、ヒノキ積み木、ヒノキの車 1 200
令和3年6月1日
　　～令和4年3月25日

木育 玩具（積み木等０～１歳児：２５個） 25
令和3年6月1日
　　～令和4年3月25日

木育 越知町（教育委員会） 玩具（赤ちゃんセット　新生児13個） 13
令和3年5月1日
　　～令和4年3月31日

木育 玩具　積み木（０歳児　80個） 80
令和3年4月20日
　　～令和4年3月31日

屋外 龍王公園 公園内トイレの建替に伴う木質化（CLT） 1 10800
令和3年8月1日
　　～令和4年2月28日

屋外 社会福祉法人 ぷらうらんど
児童発達支援センター ぷらうらんどkouminkanひ
だか

木製パーゴラ工事 1 3,680
令和3年7月1日
　～10月30日

公共 梼原町 梼原町地域活力センター「夢・未来館」 木製机（千年杉使用） 1 7,300
令和3年4月1日
　～12月31日

学校 子育て包括支援センター 1 120

学校 太郎川公園内施設 1 1661

学校 梼原こども園 1 120

学校 梼原町（教育委員会） 梼原小学校 机・椅子セット 1 22
令和3年4月1日
　～令和4年3月25日

学校 梼原町（教育委員会） 梼原こども園 木製遊具 1 55
令和3年4月1日
　～令和4年3月25日

学校 四万十町（教育委員会）
七里小学校、米奥小学校、窪川小学校
川口小学校、十川小学校、昭和小学校
十川中学校

机・椅子セット　75台
椅子　8台

7 83
令和3年7月1日
　～令和4年3月31日

学校 中土佐町（教育委員会） 大野見保育所 建物木工事 1 14
令和3年5月1日
　～令和4年3月31日

木育 須崎市 玩具（０歳児　１００個） 100
令和3年4月1日
　～令和4年3月31日

幡多 木育 大月町 玩具　積み木等　（０歳児　14個、３歳児　11個） 25
令和3年4月1日
　～令和4年3月30日

74 421,628

公共 8 381,547

学校 36 4,258

屋外 30 35,580

木育 5 243

合計

学校法人 やまもも学園

学校法人 平成学園

嶺北

中央西

仁淀川町

佐川町

梼原町

ころころ動物　10　　　    手押し車　10
物語シアター 5　　　　    遊ぼうコロリ　10
道セット　10　　　　　      コロコロコロリ　10
車セット　10　　　　　      物語シアター枠　5
もぐもぐボックス　10　    赤ちゃんセット　15
オバケの神経衰弱　10　おじゃ箱さん　10
流し台　4　　　　　　       赤ちゃん積み木スペシャル　15
ままごとキッチン　4
ままごとセット　5

令和3年4月1日
　～12月31日

中央東

須崎





■造林事業(国庫補助等)　　下表以外の作業種…再造林、鳥獣害防止施設、下刈、森林作業道など　　

区分 作業種 対象林齢 事業内容 事業規模 間伐率 補助要件等 補助率

除  伐
11～25年生
（除伐）

不用木の除去、不良木の淘汰   0.1ha以上／施行地

間  伐
（保　育）

保育間伐A
  11～35年生
保育間伐B
  36年生～
保育間伐D
  31～60年生

不用木の除去、不良木の淘汰
※保育間伐Bは、伐採木の
   平均胸高直径が18ｃｍ未満

  0.1ha以上／施行地

間  伐
（搬　出）

　 11～60年生
　　※森林経営計画
　　　 に基づく場合は
       標準伐期齢の
       2倍以下の林齢

間伐及び伐倒木の搬出集積

更新伐 31～90年生
伐倒及び伐倒木の搬出集積、
植生の更新（天然更新を含む）

環境林
整備
事業

間　伐
（保　育）

保育間伐C
  11～60年生

不用木の除去、不良木の淘汰 　0.1ha以上／施行地

下記の①、②のいずれかに該当していること。
①市町村
②森林整備法人、森林組合、森林法施行令
   第11条に定める特定非営利活動法人等
   （地方公共団体及び森林所有者と協定を
   締結した場合に限る。）

72%（保安林又は市町村森林整備計画に
規定する公益的機能が高い森林）又は
県が定めた標準単価の36%（その他）

■みどりの環境整備支援交付金(県補助)　　造林事業への嵩上げ　　　（造林事業と合計で概ね90%相当）

対象林齢 補助率

11～25年生 定額　37,000円/ha

11～35年生 定額　41,000円/ha

11～45年生 定額　37,000円/ha

31～45年生
定額　27,000円/ha
（林内整理ありの場合は39,000円）

11～45年生 定額　28,000円/ha

■木材安定供給推進事業(国庫補助)　　下表以外の作業種…資源高度利用型施業（一貫作業、鳥獣害防止施設等）、林業専用道（規格相当）、森林作業道など

対象林齢 事業内容 事業規模 間伐率 補助要件等 補助率

【体質強化】
①体質強化計画に明記された「原木供給計画参
   画事業実施主体」のうち市町村、森林整備法人
   等及び選定経営体。
②同一林班又は区域内に森林経営計画が作成
   されている場合は、翌年度末までに本事業での
   施行箇所を経営計画対象森林とするよう努める
   こと。

11～25年生 不用木の除去、不良木の淘汰
定額（間接費を含む）
　151,000円～197,000円/ha以内

26～60年生 不用木の除去、不良木の淘汰 25%
定額（間接費を含む）
　141,000円～184,000円/ha以内

■緊急間伐総合支援事業(県補助)　　下表以外に路網整備（500～1,500円/ｍ）　

対象林齢 事業名 事業規模 間伐率 補助要件等 補助率

11～60年生 公益林保全整備事業   0.1ｈａ以上／施行地 30%
保安林又は市町村森林整備計画に規定する
公益的機能が高い森林で集約化が困難な森林。

定額   80,000円/ha

30% 定額  183,000円/ha

20% 定額  122,000円/ha

■森林資源再生支援事業（県補助）　　造林事業、木材安定供給推進事業への上乗せ（造林事業等と合計で概ね90%相当）、林地残材等の運搬に要する経費への支援など

　

　

間伐や造林などに関する支援制度（令和３年度）

作業種 事業内容 補助要件等

除　伐 造林事業（森林環境保全直接支援事業（除伐））への嵩上げ

造林事業（森林環境保全直接支援事業（保育間伐A））への嵩上げ

造林事業（森林環境保全直接支援事業（保育間伐B））への嵩上げ

造林事業（森林環境保全直接支援事業（保育間伐D））への嵩上げ

造林事業（環境林整備事業（保育間伐C））への嵩上げ

作業種

除　伐

間　伐
（保　育）

作業種

間　伐
（保　育）

作業種 補助要件等 補助率

再造林等

シカ被害防護施設

下刈り（隔年）

再造林の推進（林地残材等搬出）
再造林を行う皆伐施業地から発生する林地残材等（C材又はD材）を有効利用する
ために必要な山土場から利用施設までの運搬

定額　600円/m3（チップ等端材）

１．施業を集約化し、間伐等を行う場合の補助事業

森林
環境
保全
直接
支援
事業

下記の①、②のいずれかに該当していること。
①森林経営計画の認定を受けた者。
②特措法に基づく特定間伐促進計画の事業
　 主体に位置付けられた者。
※施業実施前に「事前計画書」の提出に努める
   こと。

68%

30%

※保育
間伐D
は25%

  0.1ｈａ以上／施行地

 ①森林経営計画に基づく場合
　  森林経営計画ごとに間伐・更新伐の施行地面積
    の合計が5ha以上で平均搬出材積が10m3/ｈａ以
上
 ②特定間伐等促進計画に基づく場合　
　  集約化実施計画ごとに間伐・更新伐のそれぞれに
    おいて施行地面積の合計が5ha以上で平均搬出材
    積が10m3/ｈａ以上

下記の①、②のいずれかに該当していること。
①森林経営計画の認定を受けた者。
②特措法に基づく特定間伐促進計画の事業
   主体に位置付けられた者、かつ集約化実施
   計画の対象森林。
※施業実施前に「事前計画書」を提出すること。
 　（森林作業道の計画を含む）

造林事業で採択された除伐及び保育間伐（A・B・C・D）とする。
間　伐

（保　育）

間  伐
（搬　出）

林齢制限なし

不用木の除去、不良木の淘汰、
支障木やあばれ木等の伐倒・
造材・集材搬出集積、積込・
原木仕分け費

  0.1ｈａ以上／施行地

30%

定額（間接費を含む）

・搬出材積：10m3以上30m3/ha未満
　　　　　171,000円～224,000円/ha以内
・搬出材積：30m3以上50m3/ha未満
    　　　233,000円～305,000円/ha以内
・搬出材積：50ｍ３以上70m3/ha未満
　　　　　358,000円～468,000円/ha以内
・搬出材積：70ｍ３以上
　　　　　476,000円～623,000円/ha以内【成長産業化】

①市町村、森林整備法人等及び選定経営体。
②同一林班又は区域内に森林経営計画が作成
   されている場合は、翌年度末までに本事業での
   施行箇所を経営計画対象森林とするよう努める
   こと。（除伐・保育間伐は除く）
③生産基盤強化区域内（除伐・保育間伐は、生産
   基盤強化区域及びこれに準ずる区域）で実施
   すること。

２．自分で自分の山を手入れをする場合の補助事業（自伐林家等を含む。）

間　伐
（搬　出）

31～60年生 森林整備支援事業   0.1ｈａ以上／施行地
国庫補助の対象とならない森林。
※20%の間伐は、高知県小規模林業推進協議会
   の会員に限定

３．再造林及び被害防護施設等に対する支援制度

造林事業及び木材安定供給推進事業で採択された人工造林及び附帯施設等整備
（鳥獣害防止施設等整備）、下刈り（隔年）とする。
ただし、シカ被害防護施設については、再造林等と一体的に実施するものとする。

　　コンテナ苗による再造林等：県が定めた標準単価の27%以内（補助率68%の場合は合わせて95%）
　　上記以外の作業種：県が定めた標準単価の22%以内（補助率68%の場合は合わせて90%）
　　※再造林及び耕作放棄地への造林に限る

高知県からのお知らせ

　　　森林所有者のみなさまへ・・・

環境林整備事業、みどりの環

境整備支援交付金、公益林保

全整備事業には、県民の皆さ

まからお預かりした森林環境税

が活用されています。

上記は、国及び県の補助事業とそのおもな内容です。市町村によっては、独自の上乗せ（加算）などを行っている場合がありますのでご確認ください。

また、事業によって補助要件等がございます。詳しくは、森林の所在する下記の林業事務所にお問い合わせください。

－ お問い合わせ先－

高知県林業振興・環境部　木材増産推進課（造林・間伐担当）　０８８－８２１－４６０２、　安芸林業事務所　０８８７－３４－１１８１、　中央東林業事務所　０８８７－５３－０６５７、　

嶺北林業振興事務所　０８８７－８２－０１６２、中央西林業事務所　０８８－８９３－３６１２、　須崎林業事務所　０８８９－４２－２３７１、　幡多林業事務所　０８８０－３５－５９７７、

もしくは、森林の所在する市町村、森林組合までお問い合わせください。

令和3年7月1日現在



Ｒ２－５－１（Ｒ３－５－１）

指定管理鳥獣捕獲等事業委託料

(鳥獣対策課)



本 県 で 実 施 する事 業

①　実施計画策定等事業
（指定管理鳥獣捕獲等事業計画策定調査委託料）

・　②事業実施計画策定のための調査

・　②事業を評価するための事前・事後調査等

・　事業検討会の開催    （委託先：専門機関等）

②　指定管理鳥獣捕獲等事業

    （指定管理鳥獣捕獲等事業委託料）

・　国有林内鳥獣保護区でのわな猟によるシカ捕獲

    　（委託先：認定鳥獣捕獲等事業者等）

③　効果的捕獲促進事業

④　認定鳥獣捕獲等事業者等の育成

⑤　ジビエ利用拡大を考慮した狩猟者の育成

    （ジビエ利用拡大狩猟者講習会委託料）

・　安全・安心なジビエの流通を図るため、狩猟者を対

象に捕獲方法や衛生管理等の講習会を実施  

    （委託先：専門機関等）

⑥　ジビエ利用拡大のための狩猟捕獲支援

    （ジビエ利用拡大狩猟捕獲支援委託料）

・　狩猟で捕獲したシカ・イノシシを指定した処理施設

に持ち込んだ際の報償金の支払いや、残差の産業廃

棄物としての処理費用を支援

  　（委託先：処理加工施設）

事　業　内　容

令和3年度  指定管理鳥獣捕獲等事業について　　　

事業概要（高知県）

高知県鳥獣対策課

（赤字）は県事業名

シカ捕獲事業の住み分け

免許交付件数（H16～R元）

未実施

農耕・里山地域

森林地域

② 指定管理鳥獣捕獲等事業
わな猟による捕獲：森林環境税

　狩猟＋α （有害捕獲）

中山間地域

高標高域
（国有林内鳥獣保護区）

県境
わな通報装置ＩＣＴ活用

⑤⑥ジビエ利用拡大

　有害捕獲＋α （狩猟）

○　ニホンジカ及びイノシシによる農林水産業被害及び自然生態系への影響が深刻化。

○ 環境省と農林水産省は、2013年にニホンジカ・イノシシの個体数を10年後の2023度までに
半減させる「抜本的な鳥獣捕獲強化対策」を公表。捕獲数の大幅な拡大を図るため、鳥獣法の
改正により創設した指定管理鳥獣捕獲等事業を交付金により支援。

○ 今後、ニホンジカは半減目標の達成に向けて、なお一層の捕獲を行う必要があるほか、高
密度地域が広範囲に及んでおり、更なる捕獲の強化が必要であることから、従来の都道府県
毎の捕獲等の取り組みに加えて、複数の都道府県が参加する広域協議会を設置し、都道府県
域を越えた広域的な調査や捕獲等を進め、シカの半減目標達成のための取組を促進する。

○ また、近年特に狩猟者による捕獲数が伸び悩んでいることから、狩猟者による捕獲を緊急
的に支援して、狩猟による集中的な捕獲を行うとともに、速やかに捕獲個体を加工処理場に運
搬して、捕獲個体の利活用を促進する。

高知県の現状

目的・背景（環境省）

高齢化

狩猟者年齢構成（R元）

・ Ｒ元狩猟者（狩猟免許交付件数）　  →　5,994件（うち、わな猟 3,664件）
・ Ｒ元シカ捕獲数（狩猟＋有害等） 　→　19,414頭（年間捕獲目標３万頭の65％）　
・ Ｒ元狩猟によるシカ捕獲 6,690頭　→　わな猟が87％（5,831頭）
・ シカのジビエへの利用率　　→　わずか２％程度
                                                        
                                                     



指定管理鳥獣捕獲等事業委託業務報告書

（事業実施場所：八面山・つづら山鳥獣保護区）

１ 委託先

一般社団法人 高知県猟友会

２ 契約年月日

令和２年９月 17 日

３ 実施場所

①幡多区域：八面山鳥獣保護区（四万十市西土佐奥屋内）

②高岡区域：つづら山鳥獣保護区（四万十町大正）

４ 捕獲期間

①幡多区域：令和２年 10月 25 日（わな設置）～ 令和３年３月 10 日（わな撤収）

②高岡区域：令和２年 10月 25 日（わな設置）～ 令和３年２月 27 日（わな撤収）

５ 実績

表１ 八面山鳥獣保護区でのワナの設置及びシカ捕獲実績

注：ワナの設置位置は、別添図を参照。

年 月

八面山

くくりワナ（29基）

捕獲計(頭) 備考八面山

頂上付近

２林班

林道沿

３林班

一円

12 基 ７基 10基

オス メス オス メス オス メス オス メス 計

令和２年 10 月 1 0 1 1
10/25

開始

11 月 1 1 1 1 3 1 4

12 月 1 1 1 1 1 2 3 5

令和３年１月 1 1 0 1

         ２月 1 0 1 1

３月 0 0 0
3/10

終了

計(頭) 2 2 1 2 3 2 6 6 12



表２ つづら山鳥獣保護区でのワナの設置及びシカ捕獲実績

注：ワナの設置位置は、別添図を参照。

年 月

つづら山

くくりワナ（25 基）
捕獲計(頭) 備考

南側-B 北側－A

9 基 16 基

オス メス オス メス オス メス 計

令和２年 10 月 1 1 1 1 2
10/25

開始

11 月 4 1 7 1 11 12

12 月 2 2 2 5 4 7 11

令和３年１月 1 1 3 1 4 5

         ２月 2 0 2 3
2/27

終了

計(頭) 2 7 5 18 7 25 33
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上部のくくりワナ位置（番号はワナ番号）

下部のくくりワナ位置（番号はワナ番号）
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Ｒ２－５－２（Ｒ３－５－２）

シカ個体数調査委託料

(鳥獣対策課)







①捕獲数の減少要因が不明
　これまでの捕獲強化の施策により、捕獲数は増加し、
　農林業被害額はピーク時の約３割まで減少。
　しかし、近年捕獲数が低迷。その原因については、
　a ）シカの生息数が減少して捕獲数が減少しているのか
　b）シカの生息数は変わらず（又は増加しているにもか
　かわらず）スマートディアの増加により捕獲が困難にな
　ってきているのかが不明。
　　　⇒最新の生息数推定に基づく捕獲対策が必要

②糞塊・糞粒法調査データが古い
　H28年度推定はH27年度までの各種データを用いた。
　R1年度推定は、主に28年度に実施した糞塊法調査デー
　タ＋H28～H30年度の捕獲実績や出猟カレンダーによる
　SPUE（目撃効率）などによる。
　糞粒法調査は26年度以降実施していない。
　　　⇒各種最新のデータを用いた推定が必要

③糞塊法と糞粒法との違い
　・糞塊法調査によるベイズ推定は、県内のA・B・C管理ユニットなどの広い範囲の推計・将来予測に便利。
　・糞粒法調査は、狭い範囲（１km2程度）のその時点の生息数・密度指標（頭/km2）を示し、地点数が多いことで、
　　県内のシカ分布の範囲（広がり・その地点の密度）をみるのに有効。
④科学的根拠に基づく順応管理が重要
　シカの個体数（生息数）を推定し、科学的根拠に基づき順応的管理を行うことは、捕獲数の設定や捕獲のコントロールのために欠かすこと
　のできない重要なモニタリングである。本県では、シカの第二種特定鳥獣管理計画（第４期H29～R3年度の５年間）を策定し、個体数管理を
　進めているが、モニタリングは最低でも２～３年のスパンで行うべきであり、個体数の推定値は県民の大きな関心事でもある。
　早期に適正頭数に誘導するには、最新の個体数を把握し効果的な捕獲計画に基づき効率的に捕獲事業を進めることが大切である。
　　　⇒施策の評価とフィードバックによるPDCAサイクルを実施するため定期的な個体数推定の実施が必要

糞塊密度

②メッシュごとの糞塊密度調査(H28年度実施)

シカ個体数調査業務委託料について（最新の生息数推定に基づく的確なシカの捕獲対策の実施） 鳥獣対策課
（R2.4.2）

現状と問題点

予算の適正な執行
早期の適正頭数

（9,203頭）への誘導
シカ捕獲にかかる

予算の削減

H25年度 第３期特定計画（H24～28年度）の順応管理のための中間推定
H28年度 第４期特定計画（H29～R 3年度）策定のための推定
R 1年度 第４期特定計画（H29～R 3年度）の順応管理のための中間推定
R 2年度 第５期特定計画（R 4～R 8年度）策定のための現地調査（今回）

84,889 82,330 76,938 
71,763 69,159 66,519 62,526 58,536 52,935 

46,739 

38,942 

56,659 

39,012 
17,252 

0 0 

20,000 

40,000 

60,000 

80,000 

100,000 
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③現特定計画での高知県のシカの生息数のシミュレーション

適正頭数
9,203頭

ケースA ＝国の半減目標(＊)と同様（H28に21,000頭捕獲しその後毎年17,500頭を捕獲）
　　　　　　　　　＊H25の個体数を10年度のH35に半減させる目標
ケースB ＝3万頭を達成した場合（H28に21,000頭捕獲しその後毎年30,000頭を捕獲）

単位：頭

最近シカが増えつ
つある県中央部の
糞塊法データが

少ない

④ベイズ推定による個体数推定の実施スパン

早期に適正頭数
へ誘導するため
の将来予測が重

要

捕獲計画に基づく施策の実施

最新の生息数推定と将来予測に基づく適正な捕獲計画は、予算の効率的な執行に不可欠

○特定鳥獣保護管理計画検討会における意見
　毎年とは言わないが最低２年に１度くらいはモニタリング
　を実施すること。（森林総研：奥村委員長）

○平成29年度委員監査における意見
　目標達成には、生息数の把握が重要。そのための調査等
　はお金をかけても行ってもらいたい。（公明党：池脇委員）

【委託内容】
　○R3にベイズ推定を行うための現地調査を実施
　　①県内110ヶ所での糞粒法調査
　　②県内70ルートの糞塊法調査
　　　＊委託先：野生動物の調査等を行う専門機関

　　
　

シカ個体数調査業務委託料（予算額15,715千円） 　○ベイズ推定とは・・・・

　生息数と相関がある複数の指標と捕獲数の経年
変化を用いて、自然増加率など既知の生態情報を
活用しながら確率論的な計算を行い個体数推定を
行う手法。水産資源管理の分野で広く活用されて
おり、H25年度から国がシカの推定に採用。

　具体的には、捕獲数と生息密度指標の時間的な
変化を記述したモデル（Harvest-based model）を基

本とした階層ベイズモデルを構築し、マルコフ連鎖
モンテカルロ法(※)によって推定を行う。

　※MCMC法は、最初の100万回はサンプリングせず、次の
　　　2,000万回のうち2,000回に1回サンプリングし、計1万回の
　　　サンプリングを行う方法

◎最新の生息数推定と将来予測を基にした捕獲計画の策定
　①第二種特定鳥獣（ニホンジカ）管理計画の変更
　　　⇒早期に適正頭数（9,203頭）へと誘導する施策の検討
　②生息数推定に基づく市町村ごとの捕獲目標の設定が可能
　　　⇒県と市町村のより一層の連携協力による捕獲目標の達成
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①高知県のシカの農林業被害額・捕獲数・推定生息数の推移



Ｒ３－５－３（Ｒ３新規事業）

森林環境保全対策シカ捕獲事業

委託料

(鳥獣対策課)



愛媛
県

令和３年度 森林保全シカ捕獲事業委託料について 2020.10.14
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G

　シカの狩猟期間（11月15日～３月31日:137日間）のうち、
２月末まで（106日間:狩猟期間のおよそ70％）の捕獲
「 3,555頭×70％≒2,500頭」について、高知県森林環境税
を活用し、捕獲報償金を狩猟者に支払う委託契約を５市町
と狩猟期までに締結する。

　２月末以降の捕獲分や捕獲実績が委託契約分を超えた場
合は、既存事業「シカ個体数調整事業費交付金」により処
理する。

　捕獲報償金に関する用件は既存事業と同じ。

狩猟による年度別シカ捕獲実績

H27 H28 H29 H30 R１ H27～R１平均

四万十市 1,482 1,040 941 1,263 816 1,108

四万十町 842 717 633 1,108 615 783

大豊町 508 358 464 425 448 441

香美市 676 892 669 799 894 786

安芸市 382 372 399 442 588 437

3,890 3,379 3,106 4,037 3,361 3,555

52.7% 49.8% 50.3% 50.4% 50.2% 50.7%

7,388 6,788 6,172 8,006 6,690 7,009

④

⑤

　　合　計

全県に対する割合

　　全　県

市　町
年度別捕獲実績（頭）

①

②

③

シカ害による森林の持つ公益的機能（土砂流出防備・水源かん養 など）の低下

５市町で
50％を捕獲

愛
媛

県

① 四万十市
② 四万十町
③ 大 豊 町
④ 香 美 市 
⑤ 安 芸 市

徳島
県


























































































































































